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踏まえ、管内事情に即した重点課題及び対策等を盛り込んだ行改選営方針を総務部企画  

室においてとりまとめ、これに基づいた計画的な行政運営に努められたい。   
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第1 労働行政を取り巻ぐ情勢  

1 社会経済情勢   

（1）経済社会の構造的な変化  

我が国の経済社会は、経済のグロ←パル化、情報化、サ←ビス旛済化、規制改革  

などにより産業構造の変化が進展している。また、平成15年の合計特殊出生率が  

過去最低の1．29となるとともに平均寿命が伸長するなど、急速な少子・高齢化  

が進行しており、人口減少社会に転換することが見込まれている。  

このように我が国の経済社会が大きく変化する中で、労働市場においては、若年  

層を中心に雇用のミスマッチがみられるとともに、非正規労働者の比率がここ数年  

特に高まっている。また、若年層を中心に就業意識の多様化も進展している。  

さらに、急速な少子・高齢化の進行により、経済成長の鈍化、税や社会保障にお  

ける負担の増大など、その深刻な影響について多くの国民が危機感を抱いている。   

（2）最近の経済情勢  

景気は、企業収益が改善し、設備投資が緩やかに増加しているものの、輸出の弱  

含み等、一部に弱い動きが続いており、回復が授やかになっている。  

政府としては、「確済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」の早期具  

体化により、構造改革の取組を加速・拡大する。また、日本銀行と一体となって、  

金融・資本市場の安定を目指し、引き続き強力申つ総合的な取組を行うとともに、  

集中調整期間終了後におけるデフレからの脱却を確実なものとするため、政策努力  

をさらに強化する。  

2 雇用を巡る動向   

川 最近の雇用失業情勢  

最近の雇用失業情勢は、厳しさが残るものの、改善している。  

公共職業安定所で取り扱う新規求人数は、前年同月比で平成14年7月以降増加   

が続いている。一方、新規求職者数は前年同月比で平成14年11月以降減少傾向   

が続いている。これらの結果、有効求人倍率は上昇し、平成17年2月には0．9   

1倍となり、4か月連続で平成5年1月以来11年10か月ぶりに0．9倍台の水  

準となっている。  

また、就職率は平成5年度以来20％後半で推移し、平成15年度は28．8％   

となった。平成16年度lこ入っても、すべての月で前年度の実績を上回る水準で推  

移している。  

完全失業者数は、平成17年2月には308万人と、平成15年6月以降21か   

月連続で減少している。完全失発率は、平成14年8月、ユ5年ユ月にこれまでで   

最も高い水準の5．5％となった後、平成15年12月には4．9％と2年6か月  
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ぶ．りに4％台に低下し、平成16年3月以降は4％台で推移しており、依然として   

高水準ながら低下傾向がみられる。   

その一方で、生活保護の保護率が上昇しており、被保護世帯数は平成15年度に   

ほ過去最高となっている。   

雇用者数、就業者数とも前年と比撤して増加傾向が続いている。企業の雇用過剰   

感は、産業別、規模別にみても低下傾向にあり、サービス業などでは不足感も現れ   

てきている。また、雇用調整の実施事業所割合については、低下傾向にある。   

地域別にみると、平成17年2月域在、有効求人倍率については5ブロック（凍  

梅、北関東・甲信、中国、南関釆、北陸）で1倍台となっている一方、北海道ブロ   

ックにおいては0．5倍、九州、兼北の各ブロックにおいてほ0．6倍台となって  

おり、失業率についても3％台から5％台までブロックごとにばらつきがみられる   

など、雇用情勢には地域差がみられるところである。  

（2）若年者の窓用状況   

若年者の雇用情勢については、平成16年11月の15～24歳層の完全失米率   

が8．2％と、年齢計の4．7％と比べ高水準で推移するとともに、高い離職率や   

フリーターの増加（平成15年で217万人と推計される。）など厳しい状況が続   

いている。加えて、最近では、ニ鵬トと呼ばれる働いておらず教育・も訓練も受けて   

いない若年者が増加（非労働力人口のうち15～34放で卒業者かつ未婚であり、  

通学や家事を行っていない者は平成1早年で52万人と推計される。）し、このこ   

とが経済社会に与える影轡の重大きが指摘されている。   

また、平成17年3月高校新卒者の就職内定状況（平成17年1月兼現在）をみ  

ると、全国の内定率は81．6％キ、前年同期（平成16年1月末現在）に比べ4・   

9ポイント上昇しているが、地域別では93．8～53．5％と格差がみられる。  

平成17年3月大学新卒者の就職内定状況（平成17年2月1日現在）をみると、  

全国の内定率は82．6％と、前年同期（平成16年2月1日現在）に比べ0．5   

ポイント上昇している。  

（3）高齢者の雇用状況   

高齢者の雇用管理の現状（平成16年1月1日現在）をみると、少なくとも65   

歳まで働ける場を確保する企共l・ま69．2％、そのうち、原則として希望者全員を  

対象とする企米は26．9％となっている。また、雇用情勢については、平成17  

年1月の60～64歳層の有効求人倍率は0．40倍と依然として低水準にとどま   

っており、一旦離職すると再就職が厳しい状況にある。  

（4）女性の雇用状況   

女性雇用者数は平成16年には2，203万人となり、15年に比べ26万人増   

加（前年比1．2％増〉 した。  
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また、年齢階級別労働力率をみると、M字型カープの底である30～34歳層の  

労働力率は前年と比づ最も上昇幅が大きく、61．4％（前年差1・1％ポイント   

上昇）であった。  

（5）パートタイム労働者の雇用状況   

短時間雇用者（週間就業時間が35時間未満の非農林業の短時間雇用者）数は、   

平成ユ6年においてはユ，237万人と、雇用者総数の約4分の1を占めるiこ至る   

とともに、近年では、勤続年数の伸張、基幹的な役割を担う者の増加もみられる。  

（6）障害者の雇用状況   

障害者の雇用状況については、新規求職申込件数が前年に比べて増加するなど障  

害者の就業に対するニーズが高まる申、法定雇用率1．8％が適用される一般民間  

企業に雇崩されている障密着数が257，939人と前年に比べて4．4％増加したほか、  

就職件数が増加し解雇者数が減少するなど明るい動きがみられる一方、民間企業の  

采雇用率は1．46％（前年は1．48％）にとどまり、法定雇用率未達成企米の  

割合も半数を超えているなど依然として厳しさも残っている。  

3 労働条件等を巡る動向  

（i）申告・相談等の状況  

景気は綾やかに回復しているものの、企柴を取り巻く環境が変化する中、次のよ   

うな状況が認められ、企業における法令遵守（コンプライアンス）意識の低下も懸  

念される。   

ア 労働基準監督署には、賃金不払や解雇など労働基準関係紘令上の問題が認めら  

れる申告・相談事薬が数多く寄せられている。   

イ 都道府県労働局雇用均等壷に軋妊娠・出産等を理通とする解雇等差別的取扱  

い、セクシュアルハラスメント、育児・介護休業の取得等に関する相談も多数寄  

せられている。   

り 都道府県労働局総務部企圃塞及び総合労働相談コーナーには、労働条件その他  

労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争（以下「個  

別労働紛争」という。）に関する相談やあっせんの申請等が数多く寄せられてお  

り′、引き続き増加傾向にある。また、その内容をみると、解雇や労働条件の引下  

げに関するものが中心であるが、いじめ・嫌がらせなどもあり、多様なものとな  

っている。  

（2）労働時間・賃金の状況  

平成ユ6年における年間総実労働時間はユ，840時間（所定内労働時間は1，   

691時間、所定外労働時間は149時間）となっており、前年に比べて6時間減   

少しているが、一般労働者（常用労働者のうち、パートタイム労働者を除いた労働  
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者）については、年間総実労働時間は2，021時間（所定内労働時間は1，84   

2時間、所定外労働時間は179時間）と前年に比べてユ7時間増加している。「労   

働力調査」により週労働時間別の雇用者の分布をみると、緩済のグローバル化の進   

展に伴う企業間競争の激化等を背景に、35時間以上60時間未満の雇用者が減少   

する一方、35時間未粥の雇用者と60時間以上の雇用者がともに増加し、いわゆ   

る「労働時間分布の長短二極化」が進展している。さらに、平成16年における年   

次有給休暇の取得率についてi・ま、47．4％となっており、9年連続して低下して   

いる。   

また、平成16年における平均月間現金給与総鶴は、33万2，784円で前年   

比0．7％滅と4年連続で減少したが、現金給与総額のうち所定内給与及び特別に  

支払われた給与は減少したものの所定外給与が増加していることから、城少幅は縮   

小した。   

さらに、一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は男性を100としたとき   

■に女性は67．6となり、長期的には緩やかな縮小傾向が続いている。   

この他、パートタイム労働者と通常の労働者との賃金格差について、平成16年   

の賃金構造基本統計調査をみると、一般労働者の所定内給与額を時給換算したもの   

を100とした場合、男性パートタイム労働者は50．4、女性パートタイム労働   

者は65．7となっている。こうした格差については、合理的な説明が困難な事例   

がみられることなど、パートタイム労働者の雇用管理の改善等が十分に図られてい   

るとはいえない状況にある。  

（3）労働災害・労災補償の状況   

労働災害による被災者数は長期的には減少傾向にあるものの、今なお約1，60   

0人が死亡している状況にあり、特に重大災審（「度に3人以上の労働者が死傷す   

る災害）については、一昨年に引き続き昨年においても多発している。特に、製造  

共における重大災害件数は前年を上回っており、また、建設業における死亡者数も、  

墜落・転落が多発するなど前年を上回っている。   

また、労働者の健康面についても、一般健康診断の結果、脳・心臓疾患につなが   

る血中脂質、血圧等に係る有所見率が増加し、平成14年の労働者健康状況調査に   

よると職場生括等において強い不安、ストレスを感じる労働者の割合が6割にも達   

している。さらに、未規制物質を含む化学物質による喋病も増減を繰り返している。   

労災補償については、新規受給者数は長期的には減少傾向にあるが、平成15年  

度においては依然として約59万人であり、また、脳・心臓疾患、精神障害等の労  

災請求・認定件数については、依然として高水準で推移していることから、社会的   

関心が高い。  
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第2 平成17年度地方労働行政の課題  

1 厳しい雇用情勢下における雇用の安定、労働条件の確保に向けた総合的な対応  

改善が進んでいるものの、威しさが残る雇用情勢の中で、離職者の早期再就職の促  

進や新たな雇用撒会の創出等とともに、適正な労働条件の確保を図ることが引き続き  

課題となっている。  

川 雇用のミスマッチ縮小と雇用機会の創出等  

完全失業率は4％台で推移する．一方、有効求人倍率は着実に回復し、1倍を超え  

る地域が増えるなど、厳しさが残るものの、改善が進んでいるところである。求人  

が急速に増加している雇用環境の下で、職種、年齢、能力、貸金等における雇用の  

ミスマッチの縮小に努め、的碓な求人と求職のマッチングの英軍を図ることが重要  

である。このため、公共職業安定所の特性、ノウハウを最大限に措かし、求職者の  

個々の状況に的確に対応した就職支援の爽施、未充足求人のフォローアップなどの  

求人者サービスの充実に全力で取り組むことが必要である。また、職米能力のミス  

マッチに対応し、離職者の早期再就職促進を実現するためには、職業紹介と公共職  

業訓練との一体的な運用が重要である。  

また、公共職米安定所において有為な民間人材の積極的油用を図るとともに、公  

共職業安定所と民間や地方公共団体との共同・連携による就職支援や情報提供を効  

果的、効率的に爽施することが必要である。その中で、キャリア交流プラザ事業の  

公設民営などの市場化テストのモデル事米を円滑に実施する。  

経済や雇即こは大きな地域差があるが、「地域再生推進のためのプログラム」（平  

成16年2月）に基づき、それぞれの地域が主体的に地域再生に向けた取組を進め  

ている。こうした中で、地域の雇用情勢の改善を図るためには、地域が主体的に雇  

用側造に取り組み、地域再生の核となる産業の育成を図ることが必要である。この  

ため、雇用創造た自発的に取り組む市町村等に対し、総合的な支援を実施すること  

が重要である。  

また、障害者が社会の支え芋の一人として縛りを持って自立できるような環境を  

整備するため、福祉施設での就労から雇用への移行の促進、精神障害者に対する雇  

用対策の強化など、障害者の雇用・就葉支援を充実させることが重要である。  

このほか、生活保護受給者、児童扶養手当受給者、ホームレス等に関しても、福  

祉から就労へとの観点のもと、就労による自立を支援することが必要である。   

（2）労働条件の確保・改善  

依然として、会社都合等による解雇、労働条件の引下げ等が行われ、こうした動  

きに関連した賃金の不払、賃金不払残業、解雇手続の不履行等の法定労働条件の履  

行を確保する上での問題も生じている。  

しかしながら、いかなる経済・雇用情勢下においても、法定労働条件は確保され  

ー5 －   



なければならないものであり、特に現下のような状況においては、労働条件の確保  

に関する国民の関心と期待は高く、その期待に的確に応えていくことが求められて  

いる。   

このように、労働条件の確保を図るた捌こ労働基準行政が果たすべき役割が重要  

と克っていることを踏まえ、一般労働条件の確保・改善対策について、これを積極  

的に推進するとともに、これにより企米の法令遵守意識を高めていくことが肝要で  

ある。  

2 健康で安心して働ける環境の整備   

労働環境が変化する中で、全ての労働者が健康で安全に働くことができ、また性別   

等にかかわりなく安心して働ける環境づくりを推進することが課題となっている。  

（j）労働者の安全と健康の確保  

兼務請負等のアウトソーシングの増大、成果主義の導入など人事労務管理の変化、   

就業形態の多様化等、企米を取り巻く社会経済情勢が変化する中、爆発災害等が頻   

発し、脳・心臓疾患、精神障害等の領災認慮件数も依然高水準で推移していること   

から、引き続き、第10次の労働災害防止計画を踏まえ、労働安全衛生関係揺令の   

遵守をはじめとした労働安全衛生面の対策を的確に推進するとともに、健康で安心   

′ して働ける職場を実現するための施策を積廠的に推進する必要がある。特に、重大   

災寒が頻発している製造業における安全管理の徹底を図るとともに、建設米をはじ   

めとした業種別労働災害防止対策、交通労働災審等の特定災害防止対策、事業者及   

び労働者による自主的な安全衛生活動を推進するための労働安全衛生マネジメント  

システムの普及促進等を引き続き推進する必要がある。  

また、社会的問題となっている「過労死」等を防止するた吟、過重労働による健   

康障害防止対策を引き続き推進するとともに、地域産米保健センターの機能を売薬  

させるなど小規模事業場対策の強化を図る必要がある。また、職場におけるメンタ   

ルヘルス対策については、地域・職域の連投を念頭に置いたさらなる対策の充尖が   

求められている。併せて、石綿使用建築物の解体作兼等における健康障害防止対策   

等の労働者の健康を碓保するための施策を積極的に推進していく必要がある。  

（2）労災補償の迅速・適正な実施及び公平性の確保  

労災保険制度について国民の強い関心が向けられる中、一脳・心臓疾患、精神障害   

等事案といった調査・判断の難しい事案の労災請求件数が依然として高水準で推移  

していることを踏まえ、事務処理能力の向上や組織的対応の一層の推進・禰底を図  

ることにより、迅速・適正な労災補償の実施に引き続き努めていく必要がある。ま   

た、費用徴収の的確な実施、第三者行為災害に係る求償債権の確実な回収等に努め  

ていく必要がある。  
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（3）男女雇用機会均等の碓保   

働く女性が性別により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環  

境をつくるため、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す   

る法律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）の履行確保を図るとともに、女   

性の能力発揮のための企業の積極的取組（ポジティブ・アクション）を促進するこ   

と等により、実質的な男女の均等確保の実現を目指すことが重要となっている。  

（4）労働保険制度の適正な運営   

労働保険が、労災保険給付や失業等給付を通じた労働者の福祉の増進に寄与する   

制度として的確な役割を果たしていくため、これまで以上に、制度の健全な運営、   

費用負担の公平性等が求められているところであり、適用徴収兼務については、①   

未手続事業の一掃、②労働保険料の適正徴収、③労働保険事務組合制度の充実・発   

展などの取組が必要である。  

（5）個別労働紛争の解決の促進   

企米組織の再編や企業の人事労務管理の個別化、就業形態の多様化等を背景とし   

て増加する個別労働紛争について、その爽備に即した迅速かつ適正な解決に向け、  

都道府県労働局において、的確な相談・情報提供、助言・指導及びあっせんの爽施   

等の個別労働紛争解決制度の積極的な運用に努めるとともに、金策内における紛争   

の自主的な解決を促進する必要がある。  

3 ●少子・高齢化の進行と多様な働き方への対応   

急速な少子化の進行で、今後、労働力入日が減少することが予想される申で、経済   

社会の活力を維持し、労働力人口を確保するためには、若年者の職業意識啓発と就職   

支援、仕事と家庭の両立支援、高齢者の雇用環境の整備といった対策が重要である。   

また、平成16年12月に策定された「少子化社会対策大網に基づく重点施策の具体   

的実施計圃について」（「子ども・子育て応接プラン」）では、今後5年間に溝ずる具   

体的な施策内容と目標が掲げられているが、この申においても、若者の就労支援の充   

実、仕事と家庭の両立支援と働き方の見直しなどの労働施策も含まれている。このた   

め、都道府県労働局としても各行政が連携して強力に取組を進める必要がある。  

（1）若年者の職業意識啓発と就職支援  

者年者の雇用環境は厳しい状況にあり、働く意欲が不十分な若年者が増加してい   

るが、若年者が意欲痘持って働き、経済的にも自立できるようにすることが喫緊の   

課題となっている。このため、関係者が一体となって若年者の雇用問題に取り組む   

ことが必要であり、新たに「若者の人間力を高めるための国民運動」を展開するこ  

ととしている。  

こうした中、経済界、労働界、地域社会等との連携、協力の下で、働く意欲が不  
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十分な若者、無業者（ニート）の増加などの課題に対応するため、若者の働く意欲   

や能力を高める総合的な対策として「若者人間力強化プロジェクト」■を推進すると   

ともに、引き続き「若者自立・挑戦プラン」の着実な実施によりすべてのやる気の   

ある若年者の職米的自立を促進することが重要である。  

（2）仕事と子育ての両立支援   

平成16年12月に改正された「育児休業、介健棒米等育児又は家族介護を行う   

労働者の福祉に関する法律」（以下「育児・介護休業法」という。）及び平成17  

年4月1日に全面施行となる「次世代育成支援対策推進法」（以下「次世代接」と   

いう。）について、その円滑な施行を図るとともに、その実効を確保していく必要   

がある。  

（3）高齢者の雇用の確保   

少子高齢化の急速な進行により、今後、労働力人口の減少が見込まれる中で、我   

が国経済社会の精力を維持していくためには、高齢者の高い就業意欲が活かされ、   

その有する能力が十分に発揮されることやミ不可欠となる。このため、平成16年6   

月に改虚高年齢者雇用安定接が成立し、平成18年4月から段階的に65歳までの   

定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置が義務づけられたところであり、これ   

を踏まえ、当面は65歳までの雇用の確保に取り組みつつ、将来的には年齢にかか   

わりなく意欲と能力のある限り働き続けることができる社会の実現に向けた環境整   

備を進めることが重要である。また、高齢期には、個々の労働者の意欲、体力等の   

個人差が拡大することから、労働者の多様なニーズに対応した雇用・就業機会を確   

保することも併せて重要である。  

（4）多様な働き方への対応   

急速な少子・高齢化、労働者の意識やニーズの多様化が進む中で、多様な働き方   

の選択肢の整備を図るとともに、その担い手である労働者が職業生涯を通’じて意欲   

と能力を十分発揮できるようにしていくことが必要である。  

これを踏まえ、多様な働き方の選択肢の整備を図るため、ワークシェアリングの   

普及・啓発を進めるとともに、雇用・就業形態の多様化に伴う課題に対応するため、   

パートタイム労働者と通常の労働者との均衡等を考慮した適正な労働条件の確保及   

び雇用管理の改善、派遣労働者の就業条件の整備、在宅ワークの健全な発展のため   

の施策の推進等が求められている。  

また、「労働力調査」により労働時間の動向をみるど、雇用者全体に占める過労   

働時間60時間以上の雇用者と35時間未満の雇用者の割合が同時に高まる「労働   

時間分布の長短二極化」が進展している。さらに、年次有給休暇の取得率の低下も   

続いている。こうした中で、労働時間、休日及び休暇が個々の労働者の健康や生暗   

に配慮して定められるよう、これまでの取組も踏まえつつ、長時間労働者の所定外  
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労働の削減、年次有給休暇の取得促進等に向けた事業場ごとの労使の自主的取組を  

一層促進していくことが必要である。  
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第3 平成17年度地方労働行政の重点施策  

1 労働基準行政の重点施策  

川 労働条件の確保・改善等  

ア 労働時間に関する法定労働基準等の遵守徹底  

（ア）労働時間管理の適正化の徹底  

賃金不払残業の解消を図るため、これに係る申告・相談件数の増加等企業が  

置かれている状況について使用者の理解を得させた上で「労働時間の適正な把  

握のた研こ使用者が諦ずべき措置に関する基準」（平成13年4月6日付け基  

発第339号）の連守を重点とした監督指導等を引き続き実施するとともに、  

「賃金不払残業総合対策要綱」に基づき「賃金不払残集の解消を図るた捌こ講  

ずべき措置等に関する指針」の周知を図り、労使の自主的な改善を促すなど総  

合的な対策を推進する。  

また、時間外労働等に係る割増賃金の適正な支払等法定労働条件の履行碓保  

に努め、重大かつ悪質な事廉に対してほ、司法処分を含め厳正に対処する。  

（イ）時間外労働の限度基準の遵守の徹底  

長時間にわたる時間外労働の実効ある抑制を図り、また適重労働による健康  

障害を防止するため、労働基準法第36条第コ．項の協定で定める労働時間の延  

長の限度等に関する基準について、特別条項付き協定を締結する場合の「特別  

の事情」に係る改正も含め、引き続き使用者、労働組合等の労使当事者に射し  

周知・指導を行い、遵守の徹底を図る。  

イ 一般労働条件の確保・改善対策の推進  

（ア）法令遵守の徹底  

すべての労働者が適法な労働条件の下で安心して働くことができるようにす  

るため、一般労働条件の確保・改善対策を一層積極的に推進する。  

具体的には、ア（ア）に掲げる労働時間管理の適正化のほか、最も基本的な労  

働条件である賃金の支払、解雇を行う場合の法定手続の履行など、管内の動向  

を注視しつつ、引き続き労働基準関係法令の遵守を図る。  

また、労働基準関係法令違反に対しては、厳正に対処する。  

（イ）労働契約に係るルールの明確化の推進  

平成16年1月より施行された改正労働基準法に関して、解雇については、  

労働基準法第18条の2の規定の趣旨について、関係する判例・裁判例ととも  

に引き続き周知を図る。また、有期労働契約については、「有期労働契約の締  

結、更新及び雇止めに関する基準」に関し、必要な助言及び指導を行うことに  

より、引き続きその遵守の徹底を図る。  

（ウ）経済、企業動向の変化に伴う労働条件の履行碓保  
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管内の経済・雇用情勢や企業の動向を注視し、企業側産、事業場閉鎖、人員  

削繊、労働条件の引下げ等に伴い法定労働条件の履行稚保の問題が懸念される  

事凄に対しては、早期に情報を把捉し、賃金をはじめとする労働債権の確保や  

社内預金の保全等について迅速かつ的確な対応を図る。  

また、労働基準関係怯令上の問題が認められる賃金不払、解雇等に係る申告   

・相談がなされた場合には、申告者・相談者が置かれている状況に十分に意を  

払い、その解決のための迅速かつ的確な対応を図る。  

り 未払賃金立替払制度の迅速かつ適正な運営  

企紫の倒産件数は減少しているものの、本制度の利用が高水準で推移している   

ことを踏まえ、不正受給防止にも留意しつつ、企業倒産により賃金の支払を受け   

られない労働者の救済を図るため、引き続き迅速かつ適正な対応を図る。  

エ 企業倒産等の場合における労働債権の取扱いについて  

新「破産法」が平成17年1月から施行されたことにより、労働債権の一部が   

財団債権化され、優先順位が引き上げられたことを含め、企業倒産等の場合にお   

ける労働償柁の取扱いについて、別途送付するパンフレット等を利用し周知を図  

る。  

オ 最低賃金制度の適正な運営  

最低賃金制度については、我が国経済の動向、地域の実情を踏まえ適正な運営   

を図る。  

特に、地域別最低賃金については、平成ユ6年12月に取りまとめられた「中   

央最低賃金審議会目安制度のあり方に関する全農協議会報告」を踏まえ、引き続   

き円滑・適切な運営に努める。  

また、最低賃金法の履行確保を図るため、最低賃金の…屑の周知徹底を図ると   

ともに、間闇のある地域、業種、職種等を的確に把捉し、監督指導等を行い、そ   

の遵守の徹底を図る。  

カ 特定の労働分野における労働条件確嘩対策の推進  

（ア）自動車運転者  

長時間労働を原因とする重大な交通労働災害が発生していることから、「自  

動奉還抵者の労働時間等の改善のための基準」等の周知及び遵守を徹底すると  

ともに、過労運転事轟については、関係行政機関とも連携を図り、引き続き自  

動車運転者の労働条件の．改善を図る。また、併せて（3）ア桝に後指する交通労  

働災害防止対策を推進する。  

（イ）医療機関の労働者  

医療機関における休日及び夜間勤務の適正化を引き瞬き推進する。  

（ウ）派遣業及び兼務請負業における労働者  
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平成16年3月から物の製造の業務等への労働者派遣が解禁されたところで   

あるが、中には、請負等を偽装した労働者派遣も認められるところである。事   

莱場の構内に他の事業場の労働者が混在している場合には、事紫場間の契約関   

係や当該労働者に対する爽際の指揮命令等の就労奨態を確認した上で、その実   

態に応じて、労働基準法等関係法令に係る使用者の責任区分に従って必要な指   

導を行う。併せて（3）ア（キ）に後掲する労働災審防止対策についても推進する。  

また、事来場間の契約関係、労働者の就労実態等から判断して請負等を偽装   

した労働者派遣事発と疑われる事案等を確認した場合には、相互に情報提供す   

るなど労働基準行政と職業安定行政との連携を図る。  

（エ）外国人労働者、技能実習生  

欝i敷イヒの進展等により我が国で就労する外国人労働者が増加している状況を   

機まえ、外国人労働者にも労働基準関係法令が当然に適用されることについて   

周知徹底を図るとともに、「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」に   

基づく啓発・指導により、引き続き外国人労働者の適正な労働条件確保対策を   

推進する。重大悪質な労働基準関係法令達反において、資格外活動、不法残留   

等出入国管理及び難民認定法違反に当たると思われる事案が認めら串た場合に   

は、職業安産行政との連携を図りつつ、出入国管理機関にその旨情報提供する。   

技能実習生については、労働契約締結時の労働条件の書面による明示、賃金   

支払の適正化等労働基準関係絵令の遵守の椒底を図る。  

（オ）介磯労働者   

介護事業に使用される労働者の法定労働条件の履行確保を因るた吟、介護事   

業へ新規に参入する事米者が増加している状況を踏まえ、引き続き労働基準関   

係紘令の適用について周知するとともに、その遵守の御底を因る。  

（カ）短時間労働者   

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する紘律」（以下「パートタイム労   

働軌 という。）並びにイ事米主が浦ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等   

のための措置に関する指針」（以下「パートタイム労働指針」という。）の趣   

旨及び内容についての周知、啓発を重点とした対策凄絶進し、事業主による自   

主的な取組を促進する。  

（キ）障害者である労働者   

障害者である労働者の労働環境の整備が求められている中で、引き続き法定   

労働条件の履行確保を図るため、職業安定行政との連携の下、これら労働者を   

使用する・事業主に対する啓発・指導に努めるとともに、的確な情報の把握を行   

い、問題事案の発生の防止及び早期是正に努める。  

（ク）出稼労働者  
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出稼労働者に対する適正な賃金の支払の確保、有給休暇制度の普及促進、労  

働災害の防止、健康管理の充実等、引き続き労働条件確保対策を推進する。  

また、建設業附属寄宿舎を設置する使用者に対して寄宿舎における労働基準  

関係法令の遵守を図る。  

（2）多様な働き方が可能となる労働環境の整備   

ア 仕事と生活の調和のとれた働き方を可能とする環境整備   

（ア）労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法に基づく施策の推進  

所定外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進に重点を置き、引き続き労働  

時間の短縮に向けた事業主の自主的な努力を促進する。  

① 自律的、効率的に働くための労働時間制度の改善支援  

事藻場の労働実態に応じ、フレックスタイム制や裁塵労働制の導入等労働  

時間制度の改善に取り組む事業主を支援するため、労働時間短縮支援センタ  

ーが実施する労働時間制度改善支援等米の油用促進を図る。  

② 年次有給休暇の取得促進  

計画的付与制度の積極的な暗用について周知及び指導を行うこと等によ  

り、年次有給休暇の一層の取得促進を図る。  

また、全国の主要都市において、長期休暇制度の普及と定着に関するシン  

ポジウムを開催するとともに、労働時間短縮支援センターが支給業務を行う  

「長期休暇制度基盤整備助成金」等により、長期休暇（L休暇）制度導入の  

ための労使の取組に対する援助等を行う。  

③ 所定外労働の削城のための啓発  

「所定外労働削激変網」の周知啓発により、休日労働を含めた所定外労働  

の削減に向けた労使の取組を促進する。   

（イ）改正時短促進怯の円滑な施行  

平成17年3月4日付け閣姑第60■号として、時短促進法の一部改正の内容  

を含む「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が第162回通常国会に  

提出されたところである。  

改正法の主な内容は、近年の労働時間の動向等を踏まえ、現行の時短促進絵  

について、計圃的な労働時間の短縮を図る法律から、個々の労働者の健康や家  

庭生■括、地域活動、自己啓発などの生暗に配慮した労働時間、休日及び休暇（以  

下「労働時間等」という。）の設定に向けた労使の自主的取組を促進する労働  

時間等の設定の改善に関する特別措置法へと改めるものである。  

改正法の成立後、施行する段階においては、①時短促進法が臨時的な措置を  

定める法律から恒久的な特別措置を定める法律へと改正されることを踏まえ、  

労働時間短縮推進計画に代えて厚生労働大臣が策定する労働時間等設定改善指  
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針について、・事業主を中心とした関係者に広く周知すること、一（∋労働時間等設  

定改善指針に基づく事業主の取組が促進されるよう、事業場における労働時間  

等設定改善委員会の設置等の体制整備についての普及啓発が主要な業務とな  

る。改正法の施行は平成18年4月となる見込みであることから、都道府県労  

働局においては、改正法の円滑な施行に向けて必要な措置を周到に行うものと  

する。  

イ 裁塵労働制の適正な実施の確保  

労働者が創造的な能力を発揮できる環境づくりを促進するため、裁量労働制が   

制度の趣旨に適合した上で導入・運用されるよう、周知・指導を行う。特に企画   

業務型裁盈労働制については、対象となる業務の脆聞等を含め、制度が適正に実   

施されるよう「労働基準法儲38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に   

従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」の趣旨及び内容につ   

いて周知を行う。  

また、裁量労働制対象労働者の過重労働による健康障害を防止する観点から、   

薬効ある健康・福祉確保措置等が英雄されるよう十分に制度の周知を図る。  

ウ テレワーク対策の推進  

在宅勤務に関する適正な就業環境を確保するため、在宅勤務の労働基準関係淡   

令上の取扱い等を明確にした在宅勤務に係るガイドラインを事業主等に対して周  
／   

知を図る。  

また、本省において、在宅勤務の意義やメリットを広く浸透させるため、在宅   

勤務の健康面への影響等について実証実験を行うので、その結果を事業主等に対   

して周知を図る。  

エ 賃金・退職金制度の改善の推進  

賃金・退職金制度改善指導業務については、本省において中・長期的な視野に   

立ち、今後の改善指導の芋培等についての検討を行う。  

また、賃金・退職金制度整備・改定事例を暗用し、相談・援助等の充実を図る   

とともに、賃金・退職金セミナー等を活用して適格退職年金制度から中小企業退   

職金共済制度等への円滑な移行等を推進し、併せて、中小企業賃金制度支援事業   

の効果的な実施に努める。  

オ 勤労者生活の基盤の整備・充実  

勤労者財産形成促進制度については、引き続き本省において勤労者を取り巻く   

状況に対応した制度改善の検討を行う。中小企業退職金共済制度についてl・ま、退   

職金制度がいまだ整備されていない中小企業も多いことから、それらの企業の加   

入促進に努めるとともに、適格退職年金制度からの移行を進めるために、制度の  
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周知を図る。  

勤労者のボランティア活動については、一勤労者マルチライフ支援事業の実施状   

況の把握等により、その参加の促進に努める。  

（3）労働者の安全と健康を確保するための施策の展開   

ア 労働災害を大幅に減少させるための施策の展開   

（ア）製造業における重大災害の防止  

平成ユ6年度においては、一昨年夏以降の重大災害の頻発を踏まえ、大規模  

製造業に対する安全管理活動の強化に係る対策を実施したところであるが、未  

だ予断を許さない状況にあるため、引普続き対策を実施するとともに、中規模  

事業場に対する自主点検の実施等により製造業における重大災害防止の徹底を  

図る。  

なお、災害調査の実施に当たっては、災害の直接的要因のみならず、人員の  

減少、経費の削減、設備の老朽化等の背景要因についても調査するとともに、  

調査結果の迅速な報告を行い、再発防止措置を徹底きせる。   

（イ）爆発■・火災災害防止対策の推進  

近年、鉄鋼関連施設、石油関連施設等において、．安全相生対策が充分に講じ  

られていなかったこと等による爆発・火災災奮が頻発していることから、「製  

鉄事業場における化学設備等の定期自主検査等の徹底について」（平成ユ6年  

7月16日付け基安発第07ユ6002号）、「鉄鋼生産設備の非定常作共における安  

全衛生対策のためのガイドライン」（平成9年3月24日付け基発第190  

号）、「化学設備の非定常作業における安全相生対策のためのガイドライン」（平  

成8年6月10日付け基発第364号）等に基づく爆発・火災災害防止対策の  

徹底を図る。   

（ウ）交通労働災審防止対策の推進  

「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成6年2月18日付け基発  

第83号）の周知徹底を図るとともに、事業場における交通労働災害防止対策  

の好事例の収集、モデル事業場の育成等を推進し、併せて（1）カ（ア）に前掲し  

た自動車運転者に係る労働条件確保対策を推進する。  

また、交通労働災害の災害調査にあたっては、事案に応じて関係局とも連携  

し、交通労働災害を発生させた第一当事者が所属する事業場に対する調査を英  

雄し、その結果に基づく再発防止対策の徹底を図る。   

（亭）建設業における労働災害防止対策の推進  

建設業における死亡災害が平成16年には増加に転じたことから、「建設共  

における総合的労働災害防止対策の推進について」（平成5年3月31日付け  

基党籍214号）に基づき、より一層的確な対策を実施する。  
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特に、中小総合工事業者に対しては、「中小総合工事業者指導力向上事菜J、   

また、専門工事業者に対しては、「専門工事業者安全管理活動等促進事業」の   

推進により、自律的な安全衛生管理能力の向上を図る。   

また、建設業における死亡災害が増加した原因として挙げられる墜落災害の   

防止対策として、木造家屋等低層住宅建築工事については、引き続き足場先行   

工法の徹底を図るほか、中小ビル建築工事については、足場の組立・解体時の   

災害を防止するため、「手すり先行工法に関するガイドライン」（平成15年   

4月1日付け基発雄0401012号）について同通知に示した留意事項等を踏まえ  

、周知し、手すり先行工法の普及を図る。   

さらに、最近の災害発生状況等を踏まえ、廼築物等の解体工事における労働   

災害防止対策の徹底を図るほか、平成ユ6年に発生した台風、地震等の自然災   

審に係る復旧工事が、平成17年度においても継続して行われることが見込ま   

れることから、災奮復旧工事における労働災害防止対策の徹底を図る。   

その他、上下水道等工事における土砂崩壊災害を防止するため、「土止め先   

行工法に関するガイドライン」（平成15年12月17．日付け基発第1217001   

号）の発注機関等に対する周知により土止め先行工法の普及を図る。  

（オ）機械設備の安全化の促進   

「機械の包括的な変全基準に関する指針」（平成13年6月1日付け基発籍   

501号）の周知徹底を図る   

また、平成15年に実施した大規模製造業に対する自主点検の結果明らかと   

なったリスク評価の労働災害防止上の有効性も踏まえ、機械の使用者に対して   

事米場におけるリスク評価の実施を促進する。併せて、奨施に際して機械を使   

用する上で留意すべき事項に関する情報を機械の製造者等から受け、これを暗   

用することを促進する。   

ボイラー等の連続運転認定制度については、その安全管理等が優良な事発場  

を認定する制度であることを踏まえ、ボイラー等の保全管理の適切な実施等本   

制度の適切な運営の徹底を図る。  

（カ）第三次座薬における労働災害防止対策の推進等   

第三次産米における業種別の労働災害防止のためのガイドラインの周知徹底   

を図るとともに、「成長産米における安全相生情動基盤整備事業」において在   

宅介護サービス兼を対象とした労働災害防止対策を推進する。  

（キ）派遣労働者l・こ係る安全衛生確保対策   

派遣元及び派遣先双方の事業者に対し労働安全衛生法上の義務の履行確保を   

図るとともに、製造業等における派遣労働者の労働災害発生状況を把握し、派   

遣元及び派遣先それぞれの責任に応じた適切な再発防止対策の榊底を図る。ま 
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た、併せて（1）カ桝に前掲した派遣労働者に係る労働条件確保対策を推進す  

る。  

イ 過重労働の防止等労働者の健康を確保するための施策の展開  

（ア）過重労働による健康障害防止のための対策の推進  

r過重労働による健康障害防止のための総合対策」（平成14年2月12日  

付け基発第0212001号）に基づき、時間外労働の削減、産業医等の面接による  

保健指導等の健康管理対策の着実な実施、過重労働による業務上の疾病を発生  

させた事来場に対する再発防止の徹底等の対策を推進する。  

なお、この総合対策については、改正労働安全衛生紘の施行に合わせ、見直  

しを行う予定である。  

（イ）職場における著英な健康確保対策の推進  

健康診断の実施及びその結果に基づく事後措置の徹底、産業医活動の的確な   

実施を図る等、事菜場における産兼備健括勤の推進を図る。また、産業直の暗  

動を支援するため、産米保健推進センター啓発の推進を図る。  

小規模事業場における健康確保対策については、地域産米保健センター事業、  

産業医共同選任事業、小規模企業の経営者のための産業保健マニュアル等の一  

層の利用促進を図ること等により、その充爽を図る。特に、地域産米保健セン  

・タ一については、過重労働による健康陣容を防止するための機能の充実、強化  

を図るとともに、新規事業として働き盛り層のメンタルヘルスケア支援事業を   

葵施する予定であり、地域産業保健センター事米の的確な爽施を支援するとと  

もに、その周知、利用促進を図る。  

また、心身開而にわたる健康保持増進対策（以下「THP．1という。〉 の一   

層の推進を図るため、「中小洩横事業場健康づくり事業」を推進し、中小規模   

事業場に対するTHPの効果的な普及を図る。  

（ウ）職業性疾病予防対策等の推進  

粉じん障奮防止対策については、第6次粉じん陣容防止総合対策（平成15   

年5月29日付け進発第0529004号）を推進することにより、粉じんのばく霹  

防止の措置、健康管理対策等の徹底を因る。  

また、ずい道建設工事における粉じん対策を推進するため、引き続き「ずい   

道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」（平成12年12月  

26日付け基発第768号の2〉 に基づく対策の徹底を図る。  

三酸化枇索、石綿等22物質についての管理機度の新規設定及び改定により、   

特定化学物質等障害予防規則（昭和47年労働省令第39号）、作業環境測定   

基準（昭和51年労働省告示第46号）及び作業環境評価基準（昭和63年労  

働省告示第79号）の改正を行ったので、その内容について周知徹底を図る。  
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